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福　岡　県　遠　賀　郡

水　巻　町　発　行

今

日

か

ら

一

年

生

吉
田
小
、
新
校
舎
で
ス
タ
ー
ト

春
た
け
な
わ
、
桜
の
花
が
満
開
の
四
月
六
日
に
小
学
校
の
入
学
式
を
行
な
い
ま
し
た
。

と
く
に
、
吉
田
小
学
校
は
新
し
い
校
舎
が
完
成
し
て
初
め
て
の
入
学
式
で
、
新
一
年
生
は
も
ち
ろ
ん
、

お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
、
先
生
も
、
今
日
か
ら
は
ど
こ
も
こ
こ
も
ピ
カ
ピ
カ
の
新
し
い
教
室
で
勉
強
が
で

き
る
喜
び
を
い
っ
ぱ
い
に
あ
ら
わ
し
て
い
ま
し
た
。

町の人口
’（51年3月末現在）

人　口　24，264

男11，751

女12，513

世帯数　7，212
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脚
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脚
誹
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誰
捌

老
　
人
　
大
　
学

受
講
者
の
募
集

◇
対
象
者
　
6
0
歳
以
上
の
男
女
（
新

規
受
講
者
を
優
先
し
ま
す
）

◇
学
習
内
容

の
　
教
養
コ
ー
ス
（
午
前
中
2
時

間
〕老

人
と
生
活
、
郷
土
の
歴

史
、
老
人
の
生
き
が
い
な
ど

用
　
選
択
コ
ー
ス
　
（
午
後
2
時

間
）園

芸
、
書
道
、
手
芸
、
民
踊

（
申
込
者
数
に
よ
り
こ
の
中
か

ら
一
二
コ
ー
ス
を
選
び
ま
す
）

◇
学
習
期
間

5
月
下
旬
～
1
1
月
中
旬
　
月
4
回

合
計
2
0
回

◇
会
場
　
遠
賀
町
中
央
公
民
館
（
遠

賀
町
役
場
横
）

◇
申
込
期
限
　
4
月
3
0
日

◇
申
込
先
町
教
育
委
憎
虹
惚
教

育
係

そ
の
他
詳
し
い
こ
と
は
教
育
委
員

会
に
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。
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地方税治◎改正
三月三十一日、地方税法の改正案が国会で可決されました。

従って昭和五十一年度からは改正後の税法が適用されます。

改正の主な内容は次の通りです。

町
　
県
　
民
　
税

個
人
の
均
等
割
が
三
百
円
か
ら
千
円

に
な
り
ま
し
た
が
、
所
得
が
十
三
万
円

以
下
の
人
に
は
均
等
割
も
課
税
さ
れ
ま

せ
ん
。

町県民税
〔例〕このような場合は、均等割もかかりません。

家　 族　 構　 成 人 員 所　　 得

本 人　 だ　 け の 場 合 1 1 3 万 円以 下

本　 人　 と　 配　 偶　 者 2 2 6 万 円以 下

本人 涌己偶 者 ，扶 養 1 人 3 3 9 万 円以 下

本人 ，配偶 者 ，．扶養 2 人 4 5 2 万 円 以 下

届 除 芦 受 除 戸 除 戸

区

分

書 籍 籍 理

言正

明

籍

の

籍

の
籍 籍

類 簿 簿 記
載
事

記
載 ＿
事

の の

の の め 謄 謄

閲 閲 閲 項
証

項
証

抄 °
抄

覧 覧 覧 書 明 明 本 本

書

通

証 証

通 通

手

．姦

料

類
戸 戸

明
事
項

明
事
項

件 籍 籍 件 件

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
円 円 円 円 円 円 円 円

5

月

1

日

か

ら

戸
籍
の
謄
・
抄
本
が
一
通
二
百
円
に

公営住宅用地になる墳墓

所有者・縁故者は申し出て下さい

こ
の
ほ
ど
戸
籍
手
数
料
令
が
改
正
さ

れ
、
五
月
一
日
か
ら
戸
籍
の
謄
・
抄
本

の
手
数
料
は
枚
数
に
関
係
な
く
一
通
に

つ
き
二
〇
〇
円
（
除
籍
は
三
〇
〇
円
）

に
な
り
ま
す
。

な
お
、
戸
籍
の
謄
・
抄
本
な
ど
を
郵

便
で
請
求
さ
れ
る
と
き
は
、
必
ず
現
金

書
留
か
、
郵
便
局
の
定
額
小
為
替
で
手

数
料
を
納
め
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
こ
の

よ
う
な
と
き
、
郵
便
切
手
で
手
数
料
を

納
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
顧
い
し

ま
す
。

・霊地畠
町では、水巻町土地開発公社施行による高松団地造成工事により、公営

住宅用地となる次の墳墓についてその所有者の確認が必要ですので、所有

者または縁故者は51年6月30日までに、町総務課用地係まで申し出られる

ようお願いします。

なお、期日までに申し出のない場合は無縁として処理しますのでご了承

ください。
㊥墳墓所在地　水巻町大字古賀字大浦1679の2（高松区新北町）

軽　自　動車税

区　　　　 分 改 正 後

原

・付
目

・転
車

5 0 ｃｃ以 下 6 50 円

5 0 ｃｃ～　 9 0 ｃｃ 1 ，0 00 円

9 0 ｃｃ～ 1 2　5 ｃｃ 1 ，300 円

1 軽

こ　自
動

車

及
び

′Ｊ、
：型
特

ニ殊
こ　自
動

車

二 輪 の も の （側 車 付 を 含 ） 2 ，0 00 円

三 輪 の も の 2 ，600 円

四
輪

以
上

の
も

の

乗　　 用

営 業 用 5 ，2 00 円

自　 家 用 5 ，900 円

貨 物 用

営 業 用 2 ，900 円

自　 家 用 ，＿3 ，300 円

小 型 特 殊

．自　 動　 車

農 耕 用 1 ，300 円

そ　 の　 他 3 ，90 0 円

二 輪 の 小 型 自 動 車 3 ，30 0 円

※　ゴンパインは1，300円になります。

商
業
統
計
調
査

5

　

月

　

1

　

日

五
月
一
．
日
に
商
業
統
計
調
査
が
行
わ

れ
ま
す
。
こ
の
調
査
は
、
昭
和
二
十
七

年
か
ら
二
年
ご
と
に
通
商
産
業
省
が
行

っ
て
い
る
も
の
で
、
今
回
は
十
三
回
目

に
な
り
ま
す
。

＼
．
吃
れ
は
、
幾
回
の
卸
売
業
、
小
売

業
、
飲
食
店
に
属
す
る
す
べ
て
の
商
店

を
も
れ
な
く
調
査
す
る
、
い
わ
ば
「
商

、
蘭
の
国
勢
詞
撃
で
ぁ
㌣
・
考
の
賢

活
動
の
実
態
や
、
全
国
的
な
商
品
の
流

ト
．

れ
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。

調
査
票
は
、
統
計
以
外
の
目
的
、
例

え
ば
税
や
そ
の
他
商
店
の
不
利
益
に
な

る
よ
う
な
こ
と
に
は
使
用
さ
れ
ず
、
営

業
上
の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

各
商
店
で
は
、
こ
の
調
査
の
主
旨
を

ご
理
解
い
た
だ
き
、
正
確
な
申
告
を
さ

れ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
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差
別
の
な
い
明
る
い
、
町
を

同
和
問
題
を
正
し
く
認
識
し
よ
う

ぺ
八
レノ

／

（
同
対
審
答
申
か
ら
）

人
権
問
題
に
関
す
る
対
策

日
本
国
憲
法
は
、
人
種
・
信
条
・
性

別
・
社
会
的
身
分
又
は
門
地
に
よ
り
、

政
治
的
・
経
済
的
、
ま
た
は
社
会
的
関

係
に
お
い
て
差
別
さ
れ
な
い
こ
と
を
基

本
的
人
権
の
一
つ
と
し
て
保
障
し
、
立

法
そ
の
他
の
国
政
の
上
で
こ
れ
を
最
大

に
尊
重
す
べ
き
旨
を
宣
言
し
て
い
る
。

し
か
し
、
審
議
会
に
よ
る
調
査
の
結

果
は
、
地
区
住
民
の
多
く
が
、
「
就
職

に
際
し
て
」
　
「
職
業
上
の
つ
き
あ
い
、

待
遇
に
関
し
て
」
　
「
結
婚
に
際
し
て
」

あ
る
い
は
「
近
所
づ
き
あ
い
、
ま
た
は

学
校
を
通
じ
て
の
つ
き
あ
い
に
関
し

て
」
差
別
を
う
け
た
経
験
を
も
っ
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
し
か

も
、
こ
の
よ
う
な
差
別
を
う
け
た
場
合

に
、
司
法
的
も
し
く
は
行
政
的
擁
護
を

う
け
よ
う
と
し
て
も
、
そ
の
道
は
十
分

に
保
障
さ
れ
て
い
な
い
。

も
し
国
家
や
公
共
団
体
が
差
別
的
な

法
令
を
制
定
し
、
或
は
差
別
的
な
行
政

措
置
を
と
っ
た
場
合
に
は
、
憲
法
第
十

四
条
違
反
と
し
て
直
ち
に
無
効
と
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
人
に
つ
い

て
は
差
別
的
行
為
が
あ
っ
て
も
、
労
働

基
準
法
や
、
そ
の
他
の
労
働
関
係
法
の

よ
う
に
特
別
の
規
定
の
あ
る
場
合
を
除

い
て
は
「
差
別
」
そ
れ
自
体
を
直
接
規

制
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

「
差
別
事
象
」
に
対
す
る
法
的
規
制

が
不
十
分
で
あ
る
た
め
、
「
差
別
」
の

実
態
お
よ
び
そ
れ
が
被
差
別
者
に
与
え

る
影
響
に
つ
い
て
の
一
般
の
認
識
も
稀

薄
と
な
り
「
差
別
」
そ
れ
自
体
が
重
大

な
社
会
要
で
あ
る
こ
と
を
看
過
す
る
結

果
と
な
っ
て
い
る
。

①
　
人
権
擁
護
制
度
組
織
の
確
立

基
本
的
人
権
の
擁
護
を
法
務
省
の
一

内
局
で
あ
る
人
権
擁
護
局
の
所
管
事
務

と
し
、
し
か
も
民
事
行
政
を
主
筆
す
る

法
務
局
お
よ
び
地
方
法
務
局
に
現
場
事

務
を
取
扱
わ
せ
て
い
る
現
在
の
機
構
は

再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
戸
籍
や
登

記
事
務
を
扱
っ
て
い
た
者
が
人
権
擁
護

の
職
務
に
配
置
さ
れ
る
と
い
う
組
織
に

も
不
適
当
な
も
の
が
あ
る
。

ま
た
、
基
本
的
人
権
の
擁
護
と
い
う

こ
の
広
汎
重
要
な
職
務
に
直
接
た
ず
さ

わ
る
職
員
が
少
な
く
、
そ
の
予
算
も
極

め
て
貧
弱
な
こ
と
が
指
適
さ
れ
る
。

㊥
　
人
権
擁
護
委
員
の
推
選
手
続
や
配

置
さ
れ
て
い
る
現
状
や
人
権
擁
護
の
活

動
状
況
等
か
ら
み
て
、
そ
の
選
任
に
は

さ
ら
に
適
任
者
が
適
正
に
配
置
さ
れ
る

よ
う
、
い
っ
そ
う
の
配
慮
が
要
望
さ
れ

る
。実

費
弁
償
金
制
度
等
に
つ
い
て
も
職

能
を
十
分
に
は
た
せ
る
だ
け
の
費
用
が

必
要
で
あ
る
。

③
　
同
和
問
題
に
対
す
る
理
解
と
認
識

現
状
に
お
け
る
担
当
者
お
よ
び
要
員

の
同
和
問
題
に
つ
い
て
の
理
解
と
認
識

は
必
ら
ず
Ｌ
も
十
分
と
は
い
え
な
い
。

研
修
・
講
習
等
の
強
化
に
よ
っ
て
そ

の
重
要
性
の
把
握
に
努
力
す
る
必
要
が

あ
る
。

④
　
人
権
擁
護
活
動
の
積
極
性

人
権
擁
護
機
関
に
よ
る
擁
護
活
動
は

人
権
を
侵
害
し
た
も
の
に
対
し
、
人
権

尊
重
に
つ
い
て
啓
発
し
て
、
侵
害
者
自

身
の
自
発
的
な
意
思
に
よ
っ
て
侵
害
行

為
の
停
止
・
排
除
・
被
害
の
回
復
等
の

措
置
を
と
ら
せ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
人

権
擁
護
機
関
が
直
接
そ
の
権
限
に
よ
っ

現
状
で
は
と
く
に
担
当
者
お
よ
び
委
員

に
差
別
意
識
を
根
絶
す
る
た
め
の
啓
蒙

活
動
に
つ
い
て
自
覚
と
熱
意
が
必
要
で

あ
る
。

■
ｉ
≡
！
．
…
●
ｉ
≡
！
■
≡
Ｉ
ｉ
≡
！
■
ｌ
ｌ
ｉ
ｉ
≡
！
■
ｌ
≡
ｌ
ｉ
Ｔ
－
－

て
、
侵
害
行

為
を
停
止
さ

れ
る
措
置
が

と
れ
る
の
で

は
な
い
。
し

た
が
っ
て
、

抑州順煙の恐ろしさ・仰ｌ加り

最近の建物は、コンクリートやアルミサッ

シで外周を囲み、内部の個室化されたものが

多くなっています。

このような所で火事が起きればまず、大量

の煙と有毒ガスが発生し、急速に燃え広がり

ます。火事による死亡者の多くは、火災発生

初期の煙によるものが多いようです。

このようなことから煙の恐しさと性質を十

分知っておくことが、火事から命を守る大切
し

なポイントともなっています。

煙　の　性　質

0見通しが悪くなり恐怖感を与える

0有毒ガスを含んでいる

0微粒子が肺細胞に入り窒息する

0曙の上昇は急速である

ま
一

かつ
一
ｌ

煙　に

ｌ　　－－‾‾∴　　　　‾‾－‾▼ｌ‾‾‾ｌ‾　‾‾

＼上でき教だけ姿勢を低くして避難する

0ハンカチなどをロにあてて、呼吸を小さく

して避難する
ｌ．Ｊ

※管内火災・救急発生状況（Ｓ51．1．3トＳ51．2．29まで0内は2日分）
う謡 竺

水 巻 町 芦 屋 町 岡 垣 町 遠 賀 町 合　　 計

火　　 災
2 4 2 0 8

（1） （2 ） （2） （0 ） （5）

救　　 急 7 4 4 5 3 7 3 6 1 9 2

ぺ畑 （19 （18 （10 脆功

第
5
回
採
石
業
務
　
…

管

理

者

試

験

◇
受
験
資
格
　
年
齢
・
学
歴
・
性

別
な
ど
の
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん

◇
試
験
の
方
法
　
試
験
は
筆
記
試

験
と
し
、
試
験
科
目
は
次
の
と

お
り
と
す
る

の
岩
石
の
採
取
に
関
す
る
法
令

（
環
境
保
全
関
係
法
令
を
含
む
）

は
岩
石
の
採
取
に
関
す
る
技
術

的
な
事
項

◇
試
験
日
時
と
場
所

・

6

月

8

日

、

1

0

時

～

1

2

時

・
福
岡
市
博
多
区
博
多
東
2
の

1
1
の
1
　
福
岡
合
同
庁
舎
会

議
室

．

Ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｉ

．

・

ｉ

ｌ

ｒ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

日曜在宅医

5月2日　永松医院　耳鼻科　頃木691・0386

9日　森田医院　内・児科　樋口691・0616

16日　中村医院　内・児科　下二691・5820
■

！　　　23日　有留医院　内・児科　吉田691・1394
■　　　　　　　　　し

診察時間は9時～17時。原則として往診はいたし

ません。
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［
臥
配

政

ど
の
よ
う
な
こ
と
で
も
お
気
軽
に
ど
う
ぞ

Ⅲ＝冊刷　昭和51年4月25日　間…ⅢⅢ酬…酬細Ⅲ冊ⅢⅢ酬冊ⅢⅢ…Ⅲ冊Ⅲ

水
巻
町
社
会
福
祉
協
議
会
は
、
次
の

と
お
り
「
心
配
こ
と
相
談
」
と
「
人
権

法
律
相
談
」
を
合
同
で
行
い
ま
す
。

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
か
た
く
守

ら
れ
ま
す
。
お
気
軽
に
ど
う
ぞ
。

◇
日
時5

月

7

日

　

1

3

時

～

1

6

時

3

0

分

5

月

1

7

日

　

1

0

時

～

1

5

時

5

月

2

6

日

　

1

3

時

～

捕

時

3

0

分

◇
場
所
　
水
巻
町
町
民
会
館
月
本
間

※
　
な
お
、
五
月
三
日
は
新
憲
法
が
施

行
さ
れ
て
二
十
九
年
目
に
あ
た
り
ま

す
。
社
会
福
祉
協
議
会
で
も
こ
の
記

念
行
革
の
一
つ
と
し
て
、
五
月
十
七

日
特
別
に
「
人
権
法
律
相
談
所
」
を

開
設
し
ま
す
。

こ
の
日
は
小
倉
法
務
局
、
遠
賀
椙

祉
事
務
所
か
ら
も
担
当
職
員
が
出
席

し
、
相
談
に
応
じ
ま
す
。

㊥
相
談
員

・
人
権
法
律
相
談

小
倉
法
務
局
担
当
職
員

・
生
洒
更
生
相
談

遠
賀
栢
祉
学
務
所
担
当
職
員

・
婦
人
母
子
相
談

遠
賀
椙
祉
事
務
所
婦
人
相
談
員

ま
た
、
こ
の
心
配
こ
と
、
人
権
法
律

相
談
と
同
時
に
行
政
相
談
も
行
な
い
ま

す
。行

政
管
理
庁
は
、
国
が
行
っ
て
い
る

行
政
や
事
業
な
ど
に
つ
い
て
、
み
な
さ

ん
の
不
満
や
苦
情
を
聞
き
、
あ
っ
せ
ん

解
決
す
る
た
め
、
全
国
の
市
町
村
に
行

政
相
談
委
員
を
委
嘱
し
て
い
ま
す
。

行
政
相
談
委
員
は
、
行
政
監
察
局
か

ら
直
接
任
じ
ら
れ
る
も
の
で
、
恩
給
・

年
金
・
登
記
・
保
険
・
生
活
保
護
・
産

地
・
環
境
衛
生
・
郵
便
・
道
路
・
交
通

・
公
営
住
宅
・
河
川
・
公
害
・
課
税
・

一
般
許
認
可
、
ま
た
国
鉄
・
電
々
・
専

売
・
公
団
・
公
庫
・
事
業
団
に
対
す
る

苦
情
や
不
満
な
ど
の
相
談
を
受
け
、
監

察
局
の
職
員
と
い
っ
し
ょ
に
間
鴎
の
解

決
に
あ
た
り
ま
す
。

相
談
料
は
無
料
で
す
。
気
軽
に
こ
相

談
く
だ
さ
い
。

◇
日
時
　
5
月
1
7
日
　
1
0
時
～
1
5
時

◇
場
所
　
水
巻
町
町
民
会
館
日
本
間

◇
行
政
相
談
員
武
居
友
敏

－

　

お

　

　

礼

1

番
典
返
し
と
し
て
次
の
か
た
か
ら
社
会
福
祉
協
議
会
に
こ
寄
贈
が
あ
り
ま

し
た
。
こ
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
と
と
も
に
、
あ
っ
く
お
礼
申
し
あ
げ

ま
す
。

吉
田
団
地

頃

　

末

伊
左
座

美
吉
野
団
地

故　故　故　故

満
石
　
隆
蔵
　
穀

今
泉
　
惣
一
敗

小
林
シ
ゲ
ノ
　
殿

飯
野
キ
ク
ヨ
　
殿

滝
石
　
武
徳
　
殿

今
泉
　
ミ
ヨ
　
殿

小
林
　
徳
雄
　
殿

飯
野
　
倉
好
　
殿

錮
児
マ
机
生
ワ
ク
．
の
投
与

◇
該
当
児

一
回
冒
　
生
後
3
カ
月
か
ら
1
8
カ
月

ま
で
の
乳
幼
児

二
回
目
一
回
目
服
用
後
6
．
カ
月
か

ら
1
8
カ
月
ま
で
の
乳
幼
児

◇
日
時
　
5
月
7
日
　
1
4
時
～
1
5
時

当
日
は
母
子
手
帳
を
持
参
す
る
と
と

も
に
、
乳
幼
児
の
体
温
を
必
ず
計
っ
て

来
て
く
だ
さ
い
。
当
日
、
下
痢
を
し
た

り
、
は
し
か
な
ど
の
予
防
注
射
を
受
け

て
一
カ
月
を
経
過
し
て
い
な
い
子
は
、

受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
こ
注
意
く
だ
さ

い
。な

お
、
問
診
票
を
五
月
一
日
か
ら
町

厚
生
課
衛
生
係
で
発
行
し
ま
す
の
で
前

日
ま
で
に
こ
れ
を
庶
り
に
こ
ら
れ
る
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

身
体
障
害
者
の

巡

県
で
は
、
身
体
障
害
者
の
た
め
に
巡

回
し
て
、
医
学
的
判
定
な
ど
を
行
い
、

更
生
に
必
要
な
相
談
に
応
じ
る
、
巡
回

相
談
を
行
い
ま
す
の
で
こ
利
用
く
だ
さ

い
。
な
お
、
当
日
の
混
雑
を
防
ぐ
た
め

相
談
の
予
約
受
付
け
を
い
た
し
ま
す
。

希
望
者
は
事
前
に
申
込
み
を
お
願
い
ル

ま
す
。

◇
対
象
者

身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者
で
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
相
談
の
必
ｌ

要
が
あ
る
者
、
及
び
身
体
に
機
能
的

回
　
相
　
談

な
障
害
を
萌
し
、
身
体
璧
口
者
手
帳

の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
た

だ
し
内
部
障
害
者
を
除
く
）

◇
巡
回
相
談
内
容

の
　
楠
装
員
の
交
付
ま
た
は
修
理
の

処
方
及
び
適
合
判
定

用
　
更
生
医
療
給
付
要
否
の
判
定

用
　
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
ま

た
は
社
会
福
祉
施
設
へ
の
入
所
指

導

ノ
の
　
身
体
障
害
者
手
帳
交
付
に
関
す

る
診
断
（
た
だ
し
内
部
障
害
芦
守

一
Ｔ
Ｊ
一
一
一
く
　
ｌ
一
　
　
匹
ド
　
　
苛
　
ｑ
Ｊ
　
　
　
］
　
　
ヨ
ガ

除
く
）

伺
　
そ
の
他
更
生
相
談
に
関
す
る
こ

と

◇
巡
回
相
談
予
約
受
付
日
・
場
所

6

月

8

日

　

1

0

時

～

1

2

時

役
場
東
別
館

◇
巡
回
相
談
日
・
場
所

6

月

1

5

日

　

1

0

時

～

1

5

時

岡
垣
町
役
場
東
部
出
張
所

◇
持
参
す
る
も
の

身
体
障
害
者
手
帳
、
印
輿
筆
記

員な
お
、
戦
傷
病
者
の
巡
回
相
談
は
、

1
6
月
1
4
日
、
建
時
か
ら
1
5
時
ま
で
中
間

市
垣
生
の
社
会
相
祉
セ
ン
タ
ー
で
行
い

ま
す
。

匡

　

　

　

レ

ト

　

崇

一

　

汁

リ

　

ト

エ

　

已

　

日

　

炎

身

障

者

運
転
免
許
希
望
者
に

取
得
の
費
用
を
助
成

県
で
は
、
身
体
障
害
者
の
社
会
復
帰

を
促
進
す
る
た
め
、
自
動
車
運
転
免
許

（
一
種
普
通
免
許
）
の
販
得
に
か
か
る

費
用
を
肋
成
し
ま
す
。

希
望
さ
れ
る
か
た
は
、
町
厚
生
課
民

生
陳
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◇
対
象
者
　
5
1
年
4
月
Ｌ
日
現
在
、
5
5

歳
以
下
で
身
障
等
級
が
5
線
以
上
の

か
た

◇
受
付
期
間
4
月
駕
拍
月
8
日

福
祉
年
金
を
受
け
れ
ば

所
得
状
況
の
届
け
出
を

五
月
六
日
か
ら
、
．
町
内
の
郵
便
局
で

福
祉
年
金
（
老
齢
・
特
別
・
障
害
・
母

子
）
の
支
払
い
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ

を
受
給
す
る
と
前
年
の
所
得
状
況
の
届

出
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

年
金
受
給
後
、
五
月
末
日
ま
で
に
年

金
証
書
を
持
参
し
、
役
場
年
金
係
で
手

続
き
を
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

，
、
．
．
ヽ
．
・
1
ヽ
、
・
．
，
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
、
、
、
ヽ
、
・
．
ヽ
、
、
、

皆
さ
ん
の
応
援
を

お
願
い
し
ま
す

〝”′′′′′研〟”′′γ〝ハイ‘り′′’・′′′′ノ1〝′′”′〝””〝′‥り′′－‘′’’．”′”′′′′Ａ

納　　　期

軽ん

固云定資産税一期　　　5　月31日

二押県民税一期　　6月30日

国民健康保険税一期　　　6　月30日

′．－．ノ．・り′ん助川′′′”′′′′′′′′′‘・．′’．．′’．＝ノ”ノ′′′′′′′〝′〟”′′′′′わ．′’．．・’．・．”

マ　マ　さ　んバ　レ　ー　第　2　回リ　ー　グ戦

体
力
の
向
上
を
目
指
し

て
始
ま
っ
た
マ
マ
さ
ん
バ

レ
ー
の
第
二
回
リ
ー
グ
戦

が
四
月
二
十
五
日
か
ら
開

か
れ
ま
す
。

第
一
回
優
勝
の
吉
田
チ

ー
ム
外
五
チ
ー
ム
に
、
今

回
か
ら
新
し
く
下
二
町
住

チ
ー
ム
が
参
加
し
て
行
わ

れ
ま
す
。

家
事
の
合
間
の
練
習
の

成
果
を
、
マ
マ
さ
ん
た
ち

が
競
い
ま
す
。
皆
さ
ん
の

応
援
を
お
願
い
し
ま
す
。

◇
日
時

4
月
　
2
5
日
（
日
）

2
7
日
（
火
）

5
月

23119
日　日　日

日
曜
日
　
朝
叩
時
か
ら

火
曜
日
　
夜
7
時
か
ら

◇
場
所
　
水
巻
町
勤
労
青

少
年
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン

タ
ー

6

ｎ

Ｕ

ｌ

　

　

1

－

　

　

4

3

2

一

・

ェ


